
 

 

議案第１７号 

 

   佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 

 佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり制定する。 

 

  令和３年８月２３日提出 

 

            佐倉市長  西 田 三十五   



 

 

佐倉市条例第   号 

   佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例 

 佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例（昭和６２年佐倉市

条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１佐倉市志津コミュニティセンターの項施設の目中 

「 

６，６００円 ８，８１０円 ６，６００円 ２２，０１０円 

２，０１０円 ２，６８０円 ２，０１０円 ６，７００円 

１，１１０円 １，４８０円 １，１１０円 ３，７００円 

６７０円 ８９０円 ６７０円 ２，２３０円 

６５０円 ８７０円 ６５０円 ２，１７０円 

８８０円 １，１８０円 ８８０円 ２，９４０円 

  ５３０円  

５３０円 ７１０円 ５３０円 １，７７０円 

４４０円 ６００円 ４４０円 １，４８０円 

２時間につき８２０円   

                                 」を 

「 

７，３２０円 ９，７６０円 ７，３２０円 ２４，４００円 

２，２４０円 ２，９８０円 ２，２４０円 ７，４６０円 

１，２３０円 １，６５０円 １，２３０円 ４，１１０円 

７５０円 １，０００円 ７５０円 ２，５００円 

７３０円 ９７０円 ７３０円 ２，４３０円 

９８０円 １，３１０円 ９８０円 ３，２７０円 

  ５９０円  

５９０円 ７９０円 ５９０円 １，９７０円 

５００円 ６７０円 ５００円 １，６７０円 

２時間につき１，２３０円   

                                 」に



 

 

改め、同表佐倉市和田コミュニティセンターの項施設の目中 

「 

４，５２０円 ６，０３０円 ４，５２０円 １５，０７０円 

                                 」を 

「 

５，０１０円 ６，６９０円 ５，０１０円 １６，７１０円 

                                 」に

改め、同表佐倉市佐倉コミュニティセンターの項施設の目中 

「 

２，０３０円 ２，７２０円 ２，０３０円 ６，７８０円 

５５０円 ７３０円 ５５０円 １，８３０円 

２２０円 ３００円 ２２０円 ７４０円 

６１０円 ８１０円 ６１０円 ２，０３０円 

４５０円 ６１０円 ４５０円 １，５１０円 

４５０円 ６１０円 ４５０円 １，５１０円 

７６０円 １，０１０円 ７６０円 ２，５３０円 

３２０円 ４３０円 ３２０円 １，０７０円 

  ３２０円  

                                 」を 

「 

２，２６０円 ３，０２０円 ２，２６０円 ７，５４０円 

５９０円 ７８０円 ５９０円 １，９６０円 

２５０円 ３３０円 ２５０円 ８３０円 

６７０円 ９００円 ６７０円 ２，２４０円 

５００円 ６７０円 ５００円 １，６７０円 

５００円 ６７０円 ５００円 １，６７０円 

８４０円 １，１３０円 ８４０円 ２，８１０円 

３６０円 ４９０円 ３６０円 １，２１０円 

  ３６０円  

                                 」に



 

 

改め、同表佐倉市千代田・染井野ふれあいセンターの項施設の目中 

「 

１，２４０円 １，６５０円 １，２４０円 ４，１３０円 

４１０円 ５６０円 ４１０円 １，３８０円 

７８０円 １，０４０円 ７８０円 ２，６００円 

                                 」を 

「 

１，３８０円 １，８４０円 １，３８０円 ４，６００円 

４７０円 ６３０円 ４７０円 １，５７０円 

８７０円 １，１７０円 ８７０円 ２，９１０円 

                                 」に

改める。 

 別表第２佐倉市佐倉コミュニティセンターの項中「４３０円（５９０円）」

を「４５０円（６１０円）」に、「２６０円（３６０円）」を「２７０円（３

７０円）」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関す

る条例別表第１及び別表第２の規定は、令和４年４月１日以後の佐倉市志津

コミュニティセンター、佐倉市和田コミュニティセンター、佐倉市佐倉コミ

ュニティセンター及び佐倉市千代田・染井野ふれあいセンターの使用に係る

使用料について適用する。 


